
令和 3年 9月 7日経営企画会議承認 

社会福祉法人 正夢の会 

倫理綱領 

 

社会福祉法人正夢の会は、その活動の「基本理念」として「私達は日々の生活の中で支援を必要としてい

る方々一人ひとりを尊重し、安心し満足して暮らせるための質の高い創造的なサービスの提供を目指します。

さらに、地域の新しい福祉文化の担い手としての役割を果たしていきます」と宣言しています。 

 

法人としてその理念を実現するために、法人は以下の 5 つの「基本方針」を定め、実現することを社会に

約束しています。 

１． 利用される方々一人ひとりの気持ちを尊重したサービスを提供します 

２． スタッフは、利用される方々の生活を誠実に責任をもって支えていきます 

３． 常に透明で健全な施設運営を行います。さらにサービス向上のために創造的な経営を目指します 

４． 地域で暮らしている方々に対して必要なサービスを提供します 

５． 地域の行政や福祉サービス事業所と連携し、地域福祉の推進に寄与していきます 

  

 正夢の会の構成員として活動する職員は、社会福祉活動の担い手として、社会一般から期待される専門的

職業人としての責任を果たすとともに、法人の「基本理念」と「基本方針」の実現に向けた業務遂行活動の担

い手として、以下の倫理を定め、遵守していきます。 

１． ＜生命の尊厳＞ 人は、誰でも一人ひとりがかけがえのない存在です。私たちはその重みを常に意識

し、利用者全てが安全かつ安心して過ごせる場を提供し、適切なサービスを受けられるよう努めます。 

２． ＜人権の擁護＞ 私たちは、利用者に対して、いかなる理由によっても差別・虐待はしません。また、他

からのいかなる人権侵害も許さず、利用者の人権を擁護するとともに、合理的配慮に努めます。 

３． ＜心に添った支援＞ 私たちは、利用者の個を尊重し、思いを受け止め、より良い生活を送れるよう一

緒に考えます。また、障害特性を認識・理解し適切な方法を用いて意思決定できるように支えます。 

４． ＜個人情報の保護＞ 私たちは、個人情報に関する法令及びその他の規定を遵守し、利用者の職務上

知り得た個人情報について適切に管理します。また、利用者の個人情報を使用・公表する場合には、利

用者・家族などの関係者に使用目的を説明し同意を得るべく努めるなど、十分配慮した上で行います。 

５． ＜共に生きる地域社会＞ 私たちは、誰もが相互に人格と個性を尊重し合い、認め合える共生社会を

目指します。一人ひとりが地域社会に積極的に参加できるように創造的なサービスを提供します。 

６． ＜支援の透明性＞ 私たちは、利用者又は家族などの関係者にオンブズマンや第三者委員会の役割や

情報を分かりやすく示し、利用者が声を上げやすい環境を作ります。また、ボランティアや地域の方々

を積極的に受け入れ支援の透明性を確保します。 

７． ＜支援の専門性＞ 私たちは、専門職としての使命と職責を自覚し、品性と教養の維持・向上に努める

とともに、研修などを通して知識・技術の習得に励み、専門性の向上と支援技術の改善・普及に努めま

す。 

８． ＜点検と評価＞ 私たちは、この倫理綱領が、社会一般から期待されている専門的職業人としてふさ

わしいものか、法人の「基本理念」の実現に寄与できているかどうか、適切な支援に寄与しているかど

うかなど、絶えず点検・評価を行い、必要な修正を加え、支援の改善と向上に努めます。 


